 「指定児童発達支援センターひまわり」重要事項説明書
	　本事業所では、利用者に対して必要な児童福祉法に基づく児童発達支援を適切に提供します。原則として児童発達支援費の支給決定を受けた方が対象となります。


	本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
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１．事業者

	名　称
	社会福祉法人　西条市社会福祉協議会

	所在地
	愛媛県西条市周布606-1

	電話番号
	０８９８-６４-２６００

	代表者氏名
	会長　岡　田　澄　雄

	設立年月日
	平成１６年１１月１日


２．事業所の概要

	事業所の種類
	指定児童発達支援センター
平成３１年4月1日指定　愛媛県3850600242号

	事業の目的
	児童発達支援の提供

	事業所の名称
	西条市社会福祉協議会児童発達支援センターひまわり

	事業所の所在地
	愛媛県西条市石田339番地1

	電話番号
	０８９８-６５-６１４４

	管理者氏名
	垂水　知縫

	運営方針
	障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うとともにその保護者の指導を行うものとする。

	開設年月
	平成３１年4月1日

	事業所が行っている他の業務
	保育所等訪問支援


３．事業実施地域

	事業の実施地域
	愛媛県西条市全域


４．営業時間と利用定員

	営業日
	月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
天災その他やむを得ず業務を遂行できない日を除きます。

	営業時間
	午前８時３０分 ～ 午後５時１５分

	サービス提供日
	営業日と同じ

	サービス提供時間
	午前１０時００分 ～ 午後３時００分

	利用定員
	３０名


５．職員の体制

（１）＜各サービス提供時間帯の職員体制＞※職員の配置は、指定基準を遵守しています。
	職　　　種
	常　　　勤
	非常勤

	１．管理者
	１名（専従）
	

	２．児童発達支援管理責任者
	４名（専従１名、兼務３名）
	

	３．保育士・指導員
	1２名（専従８名、兼務４名）
	６名

	４．嘱託医
	
	１名


（２）職務の内容
	職　　　種
	職務の内容

	１．管理者
	事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に運営に関する基準規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

	２．児童発達支援管理責任者
	児童発達支援計画の作成業務のほか、児童又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。又、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

	３．保育士・児童指導員
	児童発達支援計画に基づき、児童及び保護者に対し適切に発達支援等を行う。

	４．嘱託医
	児童の健康診断及び健康相談を行う。


６．施設設備の概要

	室名
	室数
	面積

	職員室兼受付
	1
	41.2（㎡）

	医務室・静養室
	1
	15.0（㎡）

	応接室兼相談室
	2
	20.0（㎡）

	研修室
	1
	48.0（㎡）

	更衣室
	1
	10.5（㎡）

	湯沸室
	1
	6.0（㎡）

	倉庫
	2
	17.5（㎡）

	指導訓練室
	4
	125.6（㎡）

	クールダウン室
	4
	17.2（㎡）

	指導訓練予備室
	1
	36.0（㎡）

	こどもトイレ
	3
	35.7（㎡）

	遊戯室兼ランチルーム
	1
	100.0（㎡）

	倉庫（遊戯室・プール）
	2
	16.9（㎡）

	プール用更衣室・シャワー室
	1
	10.5（㎡）

	調理室（厨房・受入室・更衣室・トイレ）
	1
	49.5（㎡）

	収納
	4
	7.2（㎡）

	玄関ロビー
	
	7.5（㎡）

	廊下
	
	144.1（㎡）

	トイレ（男女別）・多目的トイレ
	
	19.6（㎡）

	職員入口
	
	4.0（㎡）

	合計面積
	732.0（㎡）


７．提供するサービスと利用料
（１）当事業所では、児童の発達や状況、保護者の要望を考慮した個別支援計画を作成して療育及び児童発達支援サービスの提供を行います。
　　　〈児童発達支援センターの内容〉

	生活
	児童が安定した生活を送れるように、又、一貫した支援を家庭と連携して、自分のことは自分でできるように基本的生活習慣の自立を目指す。

	　発達支援
①集団支援
②個別支援
	集団活動
　「あらゆる集団において、自ら選んで行う遊びを中心としながら、支援者との関わりを深め友達との関わりが広がる」「設定されたあそびに参加できるように支援する中で、待つ、我慢する、共同で行う、役割を理解するなど簡単なあそびのルールを理解する」などの社会性の育成を目指す。
・クラス活動（生活年齢を基本に、年度ごとにクラスを編成）
・グループ活動（発達特性を参考に、年度ごとにグループ編成）
・その他の集団活動（集団音楽リズムや自由あそび、水あそび、誕生会など）
※実施に当たっては、年間の支援計画に基づく。
個別支援

　全員に個別支援が必要であるとの考えから、支援計画全体の中で個別支援プログラムをたてて実施する。

	　健康
（からだのこと）
	・児童を安全に留意して預かり、元気に過ごせるように保健・衛生に配慮する。定期的に嘱託医による健康診断、県の巡回による歯科検診を実施する。
・食事支援　食事は健康な身体づくりの基礎であるばかりでなく、偏食の軽減や食事マナーの獲得などの支援を通して、感覚受容の改善、コミュニケーションの機能性など、児童の発達にとって大きいものであり、家庭との共通理解の下、支援の一貫性を目指す。

	発達検査
	新版Ｋ式発達検査2001等の発達検査により児童の発達、状態に応じ
た発達支援の参考にする。

	送迎サービス
	児童の体力と安全等を配慮し、バス路線を決定し送迎する。
通園バスは児童発達支援センターひまわり通園バス運行要綱に基づき運行される。


（２）利用者負担額（契約書第５条参照）

上記サービスの利用に対しては、通常、サービス利用料金の9割が通所給付費の対象となります。事業所が通所給付費を代理受領する場合には、児童の保護者は、利用者負担金としてサービス利用料金の１割を下記の表のとおり、事業者にお支払いいただきます。
但し、無償化の対象となる期間の児童については、利用者負担が無料となります。
【対象期間】満3歳になって初めての4月1日から、小学校就学までの3年間
	児童発達支援給付費
	１，１８４ 単位 ／ 日

	児童指導員等加配加算（Ⅰ）
	６２ 単位 ／ 日

	専門的支援体制加算
	４１ 単位 ／ 日

	専門的支援実施加算（月４回程度）
	１５０ 単位 ／ 日

	福祉専門職員配置等加算 ハ（Ⅲ）
	６ 単位 ／ 日

	食事提供加算（Ⅰ）
	３０ 単位 ／ 日

	食事提供加算（Ⅱ）
	４０ 単位 ／ 日

	利用者負担上限額管理加算
	１５０ 単位 ／ 月

	欠席時対応加算（月４回を限度）
	９４ 単位 ／ 回


	家族支援加算（Ⅰ）（月４回を限度）
イ　居宅訪問　（所要時間１時間以上）
ロ　居宅訪問　（所要時間１時間未満）
ハ　事業所等で対面
二　オンライン
	　個別相談支援
３００ 単位／回
２００ 単位／回
１００ 単位／回

               ８０ 単位／回

	家族支援加算（Ⅱ）（月４回を限度）
イ 事業所等で対面
ロ　オンライン
	　集団相談支援
８０ 単位／回

       ６０ 単位／回

	個別サポート加算（Ⅰ）
	１２０ 単位／日

	子育てサポート加算（月４回程度）
	８０ 単位／日

	関係機関連携加算（Ⅰ）（月に１回限度）
関係機関連携加算（Ⅱ）（月に１回限度）
関係機関連携加算（Ⅲ）（月に１回限度）
関係機関連携加算（Ⅳ）（１回限度）
	２５０ 単位／日
２００ 単位／日
１５０ 単位／日
２００ 単位／日

	保育・教育等移行支援加算
	５００ 単位／回

	福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
	所定単位数 × 13.1 ％ ／ 月


＜利用者負担額の上限等について＞

1か月あたりの利用者負担額については、保護者が属する世帯の収入に応じて月額上限額が設定さ
れ、それを超えて負担する必要はありません。
詳しくは、西条市役所地域福祉課にお問い合わせください。
（３）サービス利用にかかる実費負担額（契約書第５条参照）

サービス提供に要する費用のうちご利用者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用は、児童発達支援費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
【実費料金表】

	項　目
	費　用
	備　考

	食事代
	286円 ／ 日
	但し、260円×1.1（消費税）＝286円

	特別な教材
	実　費
	連絡ノート、チャック付袋、療育ノート、シール帳、シール等

	各種行事等の参加費
	実　費
	交通費等


（４）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法（契約書第５条参照）

前記（２）及び（３）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、以下の方法でお支払いください。

	支払い方法
	支払い要件等

	口座引き落とし
	サービスを利用した月の翌月の２６日（祝休日の場合は直後の平日）に、あなたが指定する口座より引き落とします。　　　　　　　　　　　　　　　（集金代行　三井住友カード株式会社）


（５）利用の中止（契約書第６条参照）

サービスの利用を中止（欠席）する場合は、前もって事業所にご連絡ください。その場合、中止す
る日の前々日より欠席時対応加算を請求させていただきます。（月４回まで）尚、昼食については、当日10：00までにご連絡がなければ実食を請求させていただきます。
（６）実費負担額の変更

実費負担額を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。
８．サービスの利用に関する留意事項

（１）受給者証の確認（契約書第3条参照）

「住所」及び「居宅利用者負担額」、「支給量」「障害支援区分」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに事業所職員にお知らせください。また、事業所職員より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
（２）サービスの利用開始

①児童発達支援について障害児施設給付費の支給決定を受けた方で、当支援サービス利用を希望される方は、当支援サービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②支援サービスが決定した場合は、契約を締結し個別支援計画を作成して、支援サービスの提供を開始します。契約の有効期限は児童発達支援給付費支給期間と同じです。
③支援サービスの提供にあたっては、適切な支援サービスを提供するために、児童及び保護者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握させていただきます。

（３）サービスの終了

①保護者が当事業所に対し３０日間の予告期間を置いて利用解除書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、児童及び保護者の病変、急な入院等やむを得ない事由がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②当事業所が正当な理由なく支援サービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、児童及び保護者などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、事業所の滅失や破損により、支援サービスの提供が不可能になった場合、又は、当事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合、及びやむを得ない事由により事業を閉鎖した場合、保護者は利用解除書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③当事業所を閉鎖又は縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、支援サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の３０日前までに利用解除書で通知します。

④保護者が支援サービス利用料金の支払いを３か月以上滞納し、期限を定めて催告したにもかかわらず、その期限内までに支払いがない場合、又は保護者が事業所や職員に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業所は文書で通知する事により直ちに契約を解除し、支援サービスを終了させて頂くことがあります。
⑤以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に支援サービスを終了いたします。
　・児童が受給者の対象とならなくなった時
　・児童が就学を迎えた時
（４）その他の留意事項
　・事業所内は禁煙になっておりますのでご協力ください。
　・危険物の持ち込みは禁止いたします。
　・感染症等にかかった場合は速やかにご報告してください。
　・事業所で知り得た、他の児童及び保護者の情報を漏らさないでください。
９．緊急時における対応方法

　　児童発達支援の提供中に児童の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医及び保護者に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。その場合、利用者の健康保険証を使用するものとします。尚、当事業所の嘱託医と協力医療機関は以下のとおりです。

	嘱託医
	医療機関　黒田医院
電話番号　0898-64-3780

	協力医療機関
	医療機関　西条市立周桑病院
電話番号　0898-64--2630


１０．事故発生時の対応方法

　　事業所は、事故が発生した場合は、市、児童の保護者、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況など事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を行います。

１１．非常災害対策

①　防火管理者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
　　②　非常災害の場合には、マニュアルにより迅速に対応します。

　　③　年２回定期的に避難訓練その他必要な訓練を実施します。

１２．虐待の防止について
　　事業所は、児童及び保護者の人権の擁護、児童への虐待の防止等のため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

　　①　虐待防止に関する責任者を選定

	虐待防止に関する責任者
	管理者　垂水　知縫


　　②　苦情解決体制の整備
　　③　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
　　④　虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知
１３．サービス実施の記録について

（１）サービス実施記録の確認

当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、保護者の方にその内容のご確認をいただきます。なお、個別支援計画及び支援サービス提供ごとの記録は、完結の日から5年間保存します。

（２）ご利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第８条参照）

当事業所では、関係法令に基づいて、児童の記録や情報を適切に管理し、保護者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者の負担となります。）
１４．損害賠償保険への加入（契約書第９条参照）

当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。

　　　保険会社名　三井住友海上火災保険株式会社

　　　保　険　名　福祉事業者総合賠償責任保険

　　　補償の概要　傷害補償、賠償責任補償
１５．秘密の保持と個人情報の保護について
（１）児童及びその家族に関する秘密の保持について

当事業所職員は、業務上で知り得た児童及びその家族の秘密を正当な理由もなく、第三者に漏らし
　　ません。又、この秘密を保持する義務は、指定児童発達支援の契約が終了した後においても継続します。

事業者は、職員に業務上知り得た児童又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後に
おいても、その秘密を保持するべき旨を、職員の就業規則等に定めます。
（２）個人情報の保護について

　　　事業者は、児童及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用
する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、児童及びその家族の個人情報を提供しません。
　　　事業者は、児童及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を
含む。）については、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの
とします。
１６．身分証携帯義務について
　　当事業所職員が家庭を訪問する際は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び児童またはその家族から提
示を求められた時は、身分証を提示します。
１７．苦情の受付について（契約書第１７条参照）

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係）

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、児童の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。

○お客様相談係＜苦情受付窓口（担当者）＞　　管理者　　　垂水　知縫　
　　　　○電話番号　　　０８９８－６５－６１４４　　

○受付時間　　　毎週月曜日～金曜日　　午前８時３０分 ～ 午後５時１５分
（２）行政機関その他苦情受付機関

	西条市福祉部
地域福祉課
	電話　0897-56-5151
	平日

午前８：３０～午後５：１５

	愛媛県社会福祉協議会愛媛県福福祉サービス運営適正化委員会
	電話　089-998-3477
	平日

午前９：００～午後０：００

午後１：００～午後４：３０


１８．第三者評価の実施状況の有無
　　 無
児童発達支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　西条市石田３３９番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　　社会福祉法人西条市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援センターひまわり
　　　　　　　　　　　  　　　　　説明者　　職名　 
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。

また、児童発達支援の提供開始及びサービス担当者会議等において個人情報を用いることに
ついて同意します。

令和　　　年　　　月　　　日

児　童　 氏 名

保護者　 住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏 名　　　　　　　　　          　 　印
個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
１　使用する目的
事業者が、私のサービス等利用計画及び障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援
等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
２　使用にあたっての条件
個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
３　個人情報の内容
· 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が児童発達支援等を行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。
· その他の情報
※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
令和　　年　　月　　日
指定児童発達支援センターひまわり　管理者　あて
保護者
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　
＜児童氏名＞　　　　　　　　　　　　　
「指定保育所等訪問支援」重要事項説明書

	　本事業所では、利用者に対して必要な児童福祉法に基づく児童発達支援を適切に提供します。原則として児童発達支援費の支給決定を受けた方が対象となります。


	本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
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１．事業者
	名　称
	社会福祉法人　西条市社会福祉協議会

	所在地
	愛媛県西条市周布606-1

	電話番号
	０８９８-６４-２６００

	代表者氏名
	会長　岡　田　澄　雄

	設立年月日
	平成１６年１１月１日


２．事業所の概要

	事業所の種類
	指定多機能型事業所（保育所等訪問支援）

平成３１年4月1日指定　愛媛県第3850600242号

	事業の目的
	保育所等訪問支援の提供

	事業所の名称
	西条市社社会福祉協議会児童発達支援センターひまわり

	事業所の所在地
	愛媛県西条市石田339-1

	電話番号
	０８９８-６５-６１４４

	管理者氏名
	垂水　知縫

	事業所の運営方針
	障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うとともにその保護者の指導を行うものとする。

	開設年月
	平成３１年４月1日

	事業所が行っている他の業務
	児童発達支援


３．事業実施地域

	事業の実施地域
	愛媛県西条市全域


４．営業時間

	営業日
	月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
天災その他やむを得ず業務を遂行できない日を除きます。

	営業時間
	午前８時３０分 ～ 午後５時１５分

	サービス提供日
	営業日と同じ

	サービス提供時間
	午前１０時００分 ～ 午後３時００分

	利用定員
	（保育所等訪問支援には定員はありません。）


５．職員の体制

（１）＜各サービス提供時間帯の職員体制＞※職員の配置は、指定基準を遵守しています。
	職　　　種
	常　　　勤
	非常勤

	１．管理者
	１名
	

	２．児童発達支援管理責任者
	１名
	

	３．訪問支援員
	２名
	


（２）職務の内容

	職　　　種
	職務の内容

	１．管理者
	事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に運営に関する基準規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

	２．児童発達支援管理責任者
	保育所等訪問支援計画の作成業務のほか、児童又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。又、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

	３．訪問支援員
	保育所等訪問支援計画に基づき、児童及び訪問先施設の保育士等に対し適切に指導等を行う。


６．施設設備の概要

	室名
	室数
	面積

	職員室兼受付
	1
	41.2（㎡）

	医務室・静養室
	1
	15.0（㎡）

	応接室兼相談室
	2
	20.0（㎡）

	研修室
	1
	48.0（㎡）

	更衣室
	1
	10.5（㎡）

	湯沸室
	1
	6.0（㎡）

	倉庫
	2
	17.5（㎡）

	指導訓練室
	4
	125.6（㎡）

	クールダウン室
	4
	17.2（㎡）

	指導訓練予備室
	1
	36.0（㎡）

	こどもトイレ
	3
	35.7（㎡）

	遊戯室兼ランチルーム
	1
	100.0（㎡）

	倉庫（遊戯室・プール）
	2
	16.9（㎡）

	プール用更衣室・シャワー室
	1
	10.5（㎡）

	調理室（厨房・受入室・更衣室・トイレ）
	1
	49.5（㎡）

	収納
	4
	7.2（㎡）

	玄関ロビー
	
	7.5（㎡）

	廊下
	
	144.1（㎡）

	トイレ（男女別）・多目的トイレ
	
	19.6（㎡）

	職員入口
	
	4.0（㎡）

	合計面積
	732.0（㎡）


７．提供するサービスと利用料

（１）当事業所では、児童の発達や状況、保護者の要望を考慮した個別支援計画を作成して地域の保育所等に通う障がい児等への保育所等訪問支援サービスの提供を行います。
　　　〈保育所等訪問支援の内容〉

	児童本人に対する支援
	集団生活への適応のための専門的な支援。

	訪問先施設の保育士等に対する支援
	支援方法等の助言・指導。


（２）利用者負担額（契約書第５条参照）

上記サービスの利用に対しては、通常、サービス利用料金の9割が通所給付費の対象となります。事業者が通所給付費を代理受領する場合には、利用者の保護者は、利用者負担金としてサービス利用料金の１割を事業者にお支払いいただきます。
	保育所等訪問支援給付費
	１，０７１ 単位 ／ 日

	訪問支援員特別加算（Ⅰ）
	８５０ 単位 ／ 月

	訪問支援員特別加算（Ⅱ）
	７００ 単位 ／ 月

	初回加算
	２００ 単位 ／ 月

	利用者負担上限額管理加算
	１５０ 単位 ／ 月

	特別地域加算
	１５０ 単位 ／ 月

	家族支援加算（Ⅰ）（月２回程度）
イ　居宅訪問　（所要時間１時間以上）
ロ　居宅訪問　（所要時間１時間未満）
ハ　事業所等で対面
二　オンライン
	　家族に対して個別相談援助
３００ 単位／回
２００ 単位／回
１００ 単位／回

               ８０ 単位／回

	家族支援加算（Ⅱ）（月４回を限度）
イ 事業所等で対面
ロ　オンライン
	　グループでの相談援助
８０ 単位／回

       ６０ 単位／回

	多職種連携加算（月１回を限度）
	２００ 単位／回

	関係機関連携加算（月１回を限度）
	１５０ 単位／回

	ケアニーズ対応加算
	１２０ 単位／回

	福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
	所定単位数 × １２．９％ ／ 月


＜利用者負担額の上限等について＞

1か月あたりの利用者負担額については、児童が属する世帯の収入に応じて月額上限額が設定され、それを超えて負担する必要はありません。

　　　詳しくは、西条市役所地域福祉課にお問い合わせください。

（３）利用者負担額のお支払い方法（契約書第５条参照）

前記（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、以下の方法でお支払いください。
	支払い方法
	支払い要件等

	口座引き落とし
	サービスを利用した月の翌月の２６日（祝休日の場合は直後の平日）に、あなたが指定する口座より引き落とします。　　　　　　　（集金代行　三井住友カード株式会社）


（４）利用の中止（契約書第６条参照）

支援サービスの利用を中止（欠席）する場合は、前もって事業所にご連絡ください。

８．サービスの利用に関する留意事項

（１）受給者証の確認（契約書第3条参照）

「住所」及び「居宅利用者負担額」、「支給量」「障害支援区分」など「受給者証」の記載内容の変更が
あった場合はできるだけ速やかに事業所職員にお知らせください。また、事業所職員より「受給者証」
の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
（２）サービスの利用開始

①保育所等訪問支援について障害児施設給付費の支給決定を受けた方で、当支援サービス利用を希望される方は、当支援サービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②支援サービスが決定した場合は、契約を締結し個別支援計画を作成して、支援サービスの提供を開始します。契約の有効期限は児童発達支援給付費支給期間と同じです。
③支援サービスの提供にあたっては、適切な支援サービスを提供するために、児童及び保護者の心身状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握させていただきます。

（３）サービスの終了

①保護者が当事業所に対し３０日間の予告期間を置いて利用解除書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、児童及び保護者の病変、急な入院等やむを得ない事由がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②当事業所が正当な理由なく支援サービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、児童及び保護者などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、事業所の滅失や破損により、支援サービスの提供が不可能になった場合、又は当事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合、及びやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、保護者は利用解除書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③当事業所を閉鎖又は縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、支援サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の３０日前までに利用解除書で通知します。

④保護者が支援サービス利用料金の支払いを３か月以上滞納し、期限を定めて催告したにもかかわらず、その期限内までに支払いがない場合、又は保護者が事業所や職員に対してこの契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、事業所は文書で通知する事により直ちに契約を解除し、支援サービスを終了させて頂くことがあります。
⑤以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に支援サービスを終了いたします。
　・児童が受給者の対象とならなくなった時
９．緊急時における対応方法
　　保育所等訪問支援の提供中に児童の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医及び保護者に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。その場合、利用者の健康保険証を使用するものとします。尚、当事業所の嘱託医と協力医療機関は以下のとおりです。
	嘱託医
	医療機関　黒田医院
電話番号　0898-64-3780

	協力医療機関
	医療機関　西条市立周桑病院
電話番号　0898-64-2630


１０．虐待の防止について

　　事業所は、児童及び保護者の人権の擁護、児童への虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

　　①　虐待防止に関する責任者を選定

	虐待防止に関する責任者
	管理者　垂水　知縫


　　②　苦情解決体制の整備

　　③　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

　　④　虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知

１１．サービス実施の記録について

（１）サービス実施記録の確認

当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、保護者の方にその内容のご確認をいただきます。なお、個別支援計画及び支援サービス提供ごとの記録は、完結の日から5年間保存します。

（２）ご利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第８条参照）

当事業所では、関係法令に基づいて、児童の記録や情報を適切に管理し、保護者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、保護者の負担となります。）
１２．損害賠償保険への加入（契約書第９条参照）

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

　　　保険会社名　三井住友海上火災保険株式会社

　　　保　険　名　福祉事業者総合賠償責任保険

　　　補償の概要　傷害補償、賠償責任補償
１３．秘密の保持と個人情報の保護について
（１）児童及びその家族に関する秘密保持について

事業所の職員は、業務上で知り得た児童及びその家族の秘密を正当な理由もなく、第三者に漏らしま
せん。又、この秘密を保持する義務は、保育所等訪問支援の契約が終了した後においても継続します。
事業者は、職員に業務上知り得た児童又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後に
おいても、その秘密を保持するべき旨を、職員の就業規則等に定めます。
（２）個人情報の保護について
　　　事業者は、児童及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用
する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、児童及びその家族の個人情報を提供しません。
　　　事業者は、児童及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を
含む。）については、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの
とします。
１４．身分証携帯義務
　　訪問支援員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び児童またはその家族から提示を求められた時は、

　　身分証を提示します。

１５．苦情の受付について（契約書第１７条参照）

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係）

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、児童の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。

○お客様相談係＜苦情受付窓口（担当者）＞　　管理者　垂水　知縫

　　　　○電話番号　　　０８９８－６５－６１４４　　

○受付時間　　　毎週月曜日～金曜日　　午前８時３０分 ～ 午後５時１５分

（２）行政機関その他苦情受付機関

	西条市福祉部
地域福祉課障がい支援係
	電話　0897-56-5151
	平日

午前８：３０～午後５：１５

	愛媛県社会福祉協議会愛媛県　福祉サービス運営適正化委員会
	電話　089-998-3477
	平日

午前９：００～午後０：００

午後１：００～午後４：３０


１６．第三者評価の実施状況の有無
　　無
児童発達支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　西条市周布６０６番地１

　　　　　　　　　　　　　　　名　称　　社会福祉法人西条市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援センターひまわり
　　　　　　　　　　　 　     説明者　　職　名 　
氏  名　　　　　　　　   　　　　　 印
　　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。

また、児童発達支援の提供開始及びサービス担当者会議等において個人情報を用いることにつ
いて同意します。

令和　　　年　　　月　　　日

児　童　　 氏　名

保護者　　 住  所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏  名　　　　　　　　　          　　印

個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
１　使用する目的
事業者が、私のサービス等利用計画及び障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援
等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
２　使用にあたっての条件
個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
３　個人情報の内容
· 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が児童発達支援等を行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。
· その他の情報
※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
令和　　年　　月　　日
指定児童発達支援センターひまわり　管理者　あて
保護者
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　
＜児童氏名＞　　　　　　　　　　　　　
社会福祉法人西条市社会福祉協議会


児童発達支援センターひまわり


当事業所は愛媛県の指定を受けています。


（愛媛県指定 第3850600242号）





社会福祉法人西条市社会福祉協議会


児童発達支援センターひまわり


当事業所は愛媛県の指定を受けています。


（愛媛県指定 第3850600242号）









